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日本適合性認定協会(JAB)認定シンボルの使用基準

1. 適 用

この基準は､本会の｢ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ認証規則」に基づいて登録された組織(以下､｢登録組織｣と

いう)が､公益財団法人日本適合性認定協会(以下､｢JAB｣という。)の認定ｼﾝﾎﾞﾙを使用する場合

に、従うべき管理方針を定めたものである。

2. 表 示

-1 JAB の認定ｼﾝﾎﾞﾙ（以下、認定ｼﾝﾎﾞﾙという）は､本会から登録組織に提供される表示例に示

すように､必ず本会の登録ﾏｰｸ（以下、登録ﾏｰｸという）の近傍に置き、組合せで使用し、認定

ｼﾝﾎﾞﾙのみを単独で使用しているとの誤解を生じさせないこと。

-2 認定ｼﾝﾎﾞﾙ及び登録ﾏｰｸ（以下、「認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ」という）は､本会から提供される表

示例に従ったﾃﾞｻﾞｲﾝとし､本会から提供された清刷以外の表示､字体､配置、配色等は認めら

れない。

備考： ｢清刷｣とは､特にことわりのない限り､特定の保存ﾌｫｰﾏｯﾄ形式及び所定の解像度

(pixel/inch)で作成され、本会から提供された電子的画像ﾃﾞｰﾀをいう。

-3 清刷を縮小または拡大して表示する場合は、表示例に記載の内容に従うこと。

-4 登録組織自身のﾏｰｸ等を｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ｣と共に使用する場合､｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏ

ｰｸ｣とは明らかに異なることが識別できるものでなければならない。 また､｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録

ﾏｰｸ｣の位置及び大きさとその他のﾏｰｸ等の位置及び大きさとの関係等に配慮すること。

3. 適用期間

｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ｣は､本会が JAB より認定されている期間内であって､かつ､組織が本会

に登録されている期間内に限り使用することができる。

4. 適用範囲及び条件

-1 登録組織は､その登録されたﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑに関する説明書､宣伝用資料､封筒､ﾚﾀｰﾍｯﾄﾞ､

名刺等の印刷物及びｳｪﾌﾞｻｲﾄ等に｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ｣を使用することができる。

｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ｣を名刺に使用する場合には、登録された対象範囲に明確に含まれ

ている事業所又は部署に所属する者に限ること。

また、印刷物やｳｪﾌﾞｻｲﾄ等に｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ｣を使用する場合､登録範囲外の活動、

事業所及び部署にも認証が及んでいると受け取られない方法で使用すること。

-2 ｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ｣は､製品及び製品の包装に用いることはできない。また、登録組織の

製品またはﾌﾟﾛｾｽの適合性を示すと誤解される可能性のあるいかなる方法でも使用してはな

らない。

-3 登録組織が行う試験・校正又は検査機関が行う検査の報告書又は証明書に、｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登

録ﾏｰｸ｣を使用しないこと。

- 4 ｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ｣は､登録組織が認定されているとの誤解を生じさせるような方法で使

用しないこと。 (JAB に認定されているのは本会であり､登録組織が直接 JAB に認定されて

いるような誤解を生じさせないこと。)

-5 登録組織は、上記 1～4 について、登録範囲外の部署、関連する他社及び他者についても

不適切な使用がないよう管理すること。
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5. 清刷の管理

-1 登録組織は､本会から提供された清刷の複製の保護及び漏洩防止のための適切な管理を行

うこと。 また､4 項 -1 に定める目的以外で他者に清刷又はその複製を提供しないこと。

-2 登録組織は､4項 -1に定める印刷物やｳｪﾌﾞｻｲﾄ等を作成するため､下請負業者に清刷の複

製を提供した場合､当該下請負業者に､その清刷の複製の保護及び漏洩防止のため適切な

管理を行うように要求すること。

-3 登録組織は､清刷の複製を提供した下請負業者の一覧を備え､本会が要求した場合には提

示しなければならない。

6. 使用の中止、修正及び取消し

-1 登録組織は､登録の取消しなどで本会よりその使用を中止する旨の通知を受けた場合には､

直ちにすべての広告物等での使用を中止しなければならない。

また、本会から｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ｣を使用した文書等の回収、廃棄及び廃棄した旨の証

明書の提出を求められた場合には､それに応じなければならない。

-2 登録の範囲が縮小された場合、全ての広告物等における使用を見直し、必要に応じ、修正し

なければならない。

-3 登録を取消された組織は、直ちに本会が提供した清刷を復帰し得ない形で完全に消去しな

ければならない。 また、組織が他者に清刷の複製を提供している場合は、同様の処置を他

者に要求しなければならない。

7. 使用状況の審査

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの審査時に､「認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ｣の使用に関して、基準に適合していない状

況が認められた場合､登録組織は、修正及び是正処置を実施しなければならない。

適切な処置の実施が確認できない場合、本会は、必要に応じ｢認定ｼﾝﾎﾞﾙ・登録ﾏｰｸ｣の使用禁

止､登録の消除､違反の公表又は法的手段等の適切な処置を講ずる。
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JAB 認定シンボル及び本会登録マークの表示例（品質及び環境）

ﾛｺﾞﾏｰｸの表示色は ClassNK ﾌﾞﾙｰ（印刷物上は
ﾏﾝｾﾙ 6.3PB 3.0/15.1、大日本ｲﾝｷ DIC579、
PANTONE2935C 又はその近似色、ｳｪﾌﾞｻｲﾄ上
は印刷物用ﾏﾝｾﾙ値その他の色指定ｺｰﾄﾞを
RGB 値へ変換した近似色）を基本とする。

これらが使用できない場合は黒で表示する。原
則として背景色は白とする。

適用規格表示部の色は淡色とし、部分的な濃
淡をつけないものとする。

（JABの「認定ｼﾝﾎﾞﾙ使用規則 JAB N410」より抜粋）

4.3認定ｼﾝﾎﾞﾙを印刷物又はｳｪﾌﾞｻｲﾄなどに表示する場合
の色は次のとおりである。

a) 上部の図形の背景は青色 （印刷物上は DIC-579
(CMYK:C90 M62 Y21 K0、 RGB:R0 G98 B157)を用い
ることを原則とする。

青色に代えて黒色、灰色、金色又は銀色を使用する
ことも可能とする。

内部の白抜きは図形の背景との対比が明瞭な無地と
し、認定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ略号及び認定番号の色は黒色とす
る。

b) 認定ｼﾝﾎﾞﾙを単色刷りの印刷物に使用する場合は、
a)に関わらず、認定ｼﾝﾎﾞﾙ全体を、当該印刷で使用
されている同一色で表示してもよい。

この場合、認定ｼﾝﾎﾞﾙ全体を地色との明瞭な対比を
もたせて表示しなければならない。

JAB 認定ｼﾝﾎﾞﾙ及び本会の登録ﾏｰｸを縮小又は拡大して表示する場合､縮小又は拡大後の各部

の比は､本会から提供された清刷の比を維持し､これを変更してはならない。

また､JAB 認定ｼﾝﾎﾞﾙ及び本会の登録ﾏｰｸ等は文字が明瞭に読み取れるように使用するものとし､

縮小することにより､明瞭な表示ができなくなってはならない。外枠は外して使用してもよい。

【注】

1. 上図の登録ﾏｰｸの適用規格表示部は､適用規格が ISO 9001 及び ISO 14001 の例である。 表示にあ

たっては､各組織の適用規格に応じた規格番号とすること。

2. 上図の清刷（JAB 認定ｼﾝﾎﾞﾙ及び本会の登録ﾏｰｸの電子的画像ﾃﾞｰﾀ）は本会より提供する（認定ｼﾝﾎﾞ

ﾙ部分は JAB より提供された清刷の複製である）。 清刷は、本会から提供された一体の状態で使用す

ること。分解、組み換え等を行って使用してはならない。 また、解像度を低めるなど本会から提供された

状態よりも画像を劣化させる改変を行ってはならない。

3. JAB 認定ｼﾝﾎﾞﾙ及び本会の登録ﾏ-ｸを印刷物やｳｪﾌﾞｻｲﾄに使用する場合は、本会から提供された清

刷を適切に複製して使用すること。 複製にあたっては解像度や色調などの品質の低下を招かないよう

適切に行うこと。

適用
規格
表示部 認定番号

本会の
登録
ﾏｰｸ

JAB の
ロゴ
相当部

ﾛｺﾞﾏｰｸ

JAB の
認定
ｼﾝﾎﾞﾙ

認定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ略号


